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き
下
げ
は
考
え
て
い
な
い
。

す
で
に
18
歳
以
下
の
医
療
費
無

料
化
に
取
り
組
み
、
軽
減
は
図

ら
れ
て
い
る
。

ひ
と
り
親
世
帯
、
妊
産
婦
の

い
る
世
帯
に
は
、
状
況
を
配

慮
し
、
税
が
滞
納
に
な
っ
た
と
し

て
も
資
格
証
明
書
（
窓
口
で
実
費

を
払
う
）
の
発
行
を
行
わ
ず
、
正

「
均
等
割
」
は
子
ど
も
が

多
い
世
帯
ほ
ど
負
担
増
と

な
り
「
子
育
て
支
援
」
へ
の
逆

行
で
あ
り
、
町
は
額
を
引
き
下

げ
る
考
え
は
。

住
民
生
活
課
長　

国
保
税
は
各

自
の
能
力
に
応
じ
た
税
を
負
担
す

る
応
能
負
担
が
基
本
。
子
育
て
世

代
の
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
た
引

鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
へ
の
支
援
を

国
保
税
・
均
等
割
の
引
き
下
げ
を

引
き
下
げ
の
考
え
は
な
い

町

「
町
鳥
獣
被
害
防
止
計

画
」
で
は
隊
員
へ
の
支
援

強
化
が
方
針
で
あ
る
。
銃
猟
を

す
る
隊
員
を
増
や
す
た
め
免
許

取
得
や
資
格
維
持
の
費
用
、
銃

購
入
な
ど
へ
の
支
援
を
強
め
て

は
ど
う
か
。

農
林
振
興
課
長　

免
許
取
得
な

ど
初
期
費
用
で
は
、
銃
に
つ
い
て

は
11
万
円
程
度
の
費
用
が
か
か
り
、

町
は
免
許
取
得
に
１
万
６
千
円
助

成
し
て
い
る
。
ま
た
銃
の
購
入
費

の
半
額
を
補
助
し
て
い
る
。

（
猟
）
継
承
者
の
確
保
が
重
要
で

あ
り
、
提
案
を
検
討
す
る
。

対
策
を
進
め
る
に
は
「
農

村
の
集
落
そ
の
も
の
を
健

康
体
に
変
え
る
」
取
り
組
み
が

必
要
。
住
民
の
自
主
防
衛
意
識

の
向
上
を
図
り
、
集
落
ぐ
る
み

の
取
り
組
み
を
強
め
る
考
え
は
。

農
林
振
興
課
長　

鳥
獣
防
護
柵

が
有
効
だ
が
、
柵
の
維
持
管
理
に

は
集
落
の
共
同
作
業
、
継
続
的
活

動
が
必
要
。
町
と
し
て
も
集
落
や

団
体
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
あ
れ
ば

適
切
な
補
助
事
業
な
ど
を
紹
介
し
、

対
処
し
て
い
き
た
い
。

問

問

問

規
の
保
険
証
を
発
行
す
る
考
え
は
。

住
民
生
活
課
長　

資
格
証
明
書
、

短
期
被
保
険
者
証
は
法
に
基
づ

く
運
用
。
国
か
ら
の
通
知
等
を

踏
ま
え
、
納
税
相
談
に
も
応
じ

ら
れ
な
い
方
に
交
付
し
て
い
る
。

税
負
担
の
公
平
性
確
保
か
ら
も

正
規
の
保
険
者
証
を
発
行
す
る

考
え
は
な
い
。

問

継
承
者
の
確
保
が
重
要

町

設置された捕獲のための『檻（おり）』

医者に安心してかかれる国保制度を

※

※

「
那
須
町
鳥
獣
被
害
防
止
計
画
」：
サ

ル
、
シ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
等
の
被
害
を
防

止
す
る
た
め
３
年
に
１
度
策
定
し
て
い

る
町
の
計
画
。


